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◎ 価格安定制度の仕組み

（安定基準価格）

（安定上位価格）

機構の保管食肉の売渡し
（輸入豚肉の関税減免措置）

①生産者団体の調整保管
②機構の指定食肉の買入保管

◎ 牛枝肉卸売価格の推移（東京・大阪市場）

○ 食肉の価格安定制度は、（独）農畜産業振興機構の需給操作等を通じて安定価格帯の幅の中に卸売価格を
安定させることにより、価格の乱高下を防ぎ、消費者への食肉の安定供給を図るとともに、生産者の経営安定
に資する。

◎ 指定食肉の安定価格（25年度）

（単位：円/kg）

豚肉 牛肉

安定上位

価 格 550（+5） 1,070（+10）

安定基準

価 格
405（+5） 825（+10）

◎ 豚枝肉卸売価格の推移（東京・大阪市場）

指定食肉（豚肉・牛肉）の価格安定制度の概要
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農家販売価格とは
生体１kgあたり単価のこと。

● 豚は直近５年（H20.11～H25.10）、
牛は直近７年（H18.11～H25.10）の
農家販売価格と枝肉卸売価格との
回帰関係から算出。

○ 指定食肉（豚肉及び牛肉）の安定価格

基本的な考え方 ：

豚や牛の卸売価格は一定期間でその水準が一巡する特徴があるが、この一定期間の過去の 販売価格で生産者
の生産コストがまかなわれていることに注目して、季節変動を加味して一年を通じて生産コストがまかなわれる豚肉・
牛肉の卸売価格の範囲を算出する。

指定食肉（豚肉及び牛肉）の安定価格について

26年度の推定生産費

20～24年度生産費の平均

豚肉

牛肉
26年度の推定生産費

18～24年度生産費の平均
［ 基本算式 ］

季節による生産量の増減
や出荷動向により生じる
価格変動の幅。

基準期間（豚5年間、牛
7年間）の平均農家販
売価格

基準期間の生産コストに
対する算定年度に見込ま
れる物価動向等を反映

生体から枝肉へ
の換算係数

通常の価格
変動の幅

豚 ±15%
牛 ±13%

安定価格
（枝肉1kg当たり）

生産コストの
変化率

生産者が生体
販売した価格

枝肉換算
係数

変動係数
消費税

調整係数

消費税率の
引き上げ分を反映

安定基準
価格

安定上位
価格
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指定食肉（豚肉及び牛肉）の安定価格について

｛ （ ３０１円 １．０５４ ） １．５５９－１１．５３｝ ( １±０．１５ ）

［ 試 算 ］

〔｛（ １，１３３円 ０．８９６ ） ０．１６１ ｝

｛ （ ３９８円 ０．９８６ ） １．９９５ ｝

１，１０４円/kg １，１０５円/kg（＋３５）
８５０円/kg ８５０円/kg（＋２５）

（ １±０．１３ ）

（去勢肥育和牛）

（乳用おす肥育牛）

牛肉

＋３．０９ 〕

５７２円/kg ５７０円/kg（＋２０）
４２３円/kg ４２５円/kg（＋２０）

＝

安定価格
（円／枝肉1kg）

生産コストの
変化率

生産者が
生体販売した

価格

枝肉換算
係数

変動係数
消費税

調整係数

［ 算 式 ］

安定基準
価格

安定上位
価格

豚肉

１．０２９

１．０２９

３１７円

＝

（円／生体１kg）

１，０１５円

３９２円
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（百円／頭）

保証基準価格

合理化目標価格

（ １，１６０ ）

（ ８３０ ）

25年度
第２四半期

乳 用 種

（ １，２２０ ）

（ ８６０ ）

１８年度１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

2,909

5,302

4,946

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

（百円／頭）

保証基準価格（３，０４０）

合理化目標価格（２，６７０）

（ ３，１００ ）

（ ２，６８０ ）

25年度
第２四半期

黒 毛 和 種

（ ３，２００ ）

（ ２，７３０ ）

１８年度１３年度 １４年度 １５年度 １６年度 １７年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度

生
産
者
補
給
金

×10／10

保証基準価格

合理化目標価格

肉用子牛の平均売買価格

生
産
者
補
給
金

×10／10

×9／10

国（(独)農畜産業振興機構)
から交付される生産者補給
交付金を財源

指定協会にあらかじめ積み立
てた生産者積立金を財源

負担割合　国の助成　１／２
　　　　　　　県の助成　１／４
　　　　　　　生産者　　 １／４

仕組み

補給金交付実績
（億円）

平均売買価格の推移

保証基準価格及び合理化目標価格（平成25年度)

○ 牛肉自由化に伴い、導入された制度（平成２年４月より）。

○ 肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に生産者補給金を交付することにより、肉用子牛生産の
安定を図る。

○ 乳用種については平成19年度第２四半期から平成25年度第１四半期まで保証基準価格を下回り、生産者補給金を交付。

〔黒毛和種〕

〔乳用種〕

肉用子牛生産者補給金制度の概要

（単位：千円／頭）

黒毛和種 褐毛和種
その他の
肉専用種

乳用種 交雑種

保　　証
基準価格 320 292 209 122 188

合 理 化
目標価格 273 251 144 86 142

年度
（平成）

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

交付額 325 187 244 175 26 7 29 110 72 79 58 60
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● 直近７年（H18.11～H25.10）の農家販売価格と
市場取引価格の回帰関係から算出。

● 牛肉輸入自由化前７年間
（S58.2～H2.1）の子牛１頭
あたりの農家販売価格。

１．肉用子牛の保証基準価格

基本的な考え方 ：

平成３年の牛肉の輸入自由化の影響を緩和するため、輸入自由化前の農家販売価格の水準を維持し、子牛の再生産を

保証する市場取引価格を、輸入自由化前の農家販売価格を基にその後の経済情勢の変化を加味して品種毎に算出する。

［ 基本算式 ］

肉用子牛の保証基準価格について

26年度の推定生産費

輸入自由化前（７年間）の子牛生産費

再生産が確保できていた
基準期間の農家販売価格
の平均

基準期間に対する算定
年度に見込まれる物価
動向等を反映

農家販売価格
から市場取引
価格に変換

品種間の市場取引
価格の格差から、
それぞれの品種の
価格を算出

乳用種
交雑種

黒毛和種
褐毛和種

その他肉専用種

消費税率の
引き上げ分
を反映

牛肉の輸入自由化
前の農家販売価格

市場取引価格
換算係数

品種格差
係数

保証基準
価格

（子牛1頭当たり）

生産コストの
変化率

消費税
調整係数
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① ０．９９５ ）

② ０．９７６ ）

③ ０．９２７ ）

肉用子牛の保証基準価格について

和 子 牛 ｛ （ ３０２，６６０ 円 １．０４７＋５，７８５ ｝

［ 試 算 ］

乳 子 牛 ｛ （１６７，２４６ 円 １．００５＋５，４８１ ｝

① 黒毛和種

② 褐毛和種

③ その他肉専用種

④ 乳用種

⑤ 交雑種

＝ ③ ２１５，３０３ 円 ２１５，０００ 円/頭 （＋６，０００）（その他肉専用種）

＝ ① ３２８，８１２ 円 ３２９，０００ 円/頭 （＋９，０００）（黒毛和種）

＝ ② ３００，１２９ 円 ３００，０００ 円/頭 （＋８，０００）（褐毛和種）

① １．００３

② ０．９３３

③ ０．７０４

④ ０．７０５ ）

⑤ ０．９２４ ）

④ １．０００

⑤ １．１７７

牛肉の輸入自由化
前の農家販売価格

市場取引価
格換算係数

品種格差
係数

保証基準
価格

生産コストの
変化率

＝ ④ １２７，５７４ 円 １２８，０００ 円/頭 （＋６，０００） （乳 用 種）

＝ ⑤ １９４，７３７ 円 １９５，０００ 円/頭 （＋７，０００） （交 雑 種）

［ 算 式 ］

消費税
調整係数

１．０２９

１．０２１

（子牛1頭当たり）
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２．肉用子牛の合理化目標価格

基本的な考え方 ：

外国産牛肉に対して競争力のある国産牛肉を実現するために、子牛から成牛までの肥育に必要な合理的な費用を勘案し
て、目指すべき子牛の市場取引価格を品種毎に算出する。

肉用子牛の合理化目標価格について

[ 基本算式 ]

農家購入価格から
市場取引価格に
変換

品種間の市場取引
価格の格差から、
それぞれの品種の
価格を算出

過去10年間の
平均牛肉輸入価格
（関税及び諸経費等
を含む）

牛肉価格から
生きた肥育牛の
農家販売価格
へ変換

合理的な生産をした
ときに子牛を肥育牛
まで育てるのにかかる
費用の額

乳用種
交雑種

黒毛和種
褐毛和種

その他肉専用種

外国並みのコストで生産できる理想の国産子牛農家購入価格

●直近７年（H18.11～H25.10）の農家購入価格と
市場取引価格の回帰関係から算出。

●輸入牛肉に対抗できる国産牛肉として、国産牛
肉との品質格差分を上乗せ。

肥育牛
換算係数

輸入牛肉
価格

肥育に必要な
合理的な費用

市場取引価格
換算係数

品種格差
係数

合理化
目標価格

（子牛1頭当たり）

消費税率の
引き上げ分

を反映

消費税
調整係数
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〔｛(  940 円 0.002＋ 476)×770 276,439 ｝ 0.460 ＋ 48,567 〕

〔｛( 1,833 円 0.286＋389)×756  412,661 ｝ 0.928 ＋ 9,621〕

［ 算 式 ］

①黒毛和種
②褐毛和種
③その他肉専用種

① 1.072
② 0.987
③ 0.567

肉用子牛の合理化目標価格について

［ 試 算 ］

肉専用種

＝ ① ２７４，６７７ ２７５，０００ 円 /頭 （＋２，０００）（黒毛和種）

＝ ② ２５２，８９８ ２５３，０００ 円 /頭 （＋２，０００）（褐毛和種）

＝ ③ １４５，２８２ １４５，０００ 円 /頭 （＋１，０００）（その他肉専用種）

乳用種

＝ ④ ８６，８９４ ８７，０００ 円 /頭 （＋１，０００） （乳用種）

＝ ⑤ １４３，１１４ １４３，０００ 円 /頭 （＋１，０００） （交雑種）

④ 1.000
⑤ 1.647

④乳用種
⑤交雑種

合 理 化
目 標 価 格

（子牛1頭当たり）

肥育牛

換算係数
（×出荷体重）

輸入牛肉
価格

市場取引価格
換算係数

品種格差
係数

肥育に必要な
合理的な費用

消費税
調整係数

1.029

1.029

478円

914円
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